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令和４年における難民認定者数等について 
 

 

１ 難民認定申請者数及び審査請求数 

（１） 難民認定申請者数 

ア 難民認定申請を行った外国人（以下「申請者」という。）は、令和３年     

（２，４１３人）から増加し、３，７７２人でした。 
 

 表１及び図 1：難民認定申請者数の推移 

 
 

 
イ 申請者の国籍は６８か国にわたり、主な国籍は、カンボジア、スリランカ、トル

コ、ミャンマー、パキスタンとなっています。これら上位５か国からの申請者数は、

申請者総数の約５５％を占めており、申請者の多くが特定の国籍に集中していま

す。 

なお、令和４年６月に国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）が公表した「グ

ローバルトレンズ２０２１」において世界で難民認定申請者を多く出しているとさ

れる上位５か国からの申請者数は２１３人（内訳：アフガニスタン１８２人、シリ

ア３０人、ニカラグア０人、ベネズエラ１人、ハイチ０人）となっています。 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

（人）

3,260 5,000 7,586 10,901 19,629 10,493 10,375 3,936 2,413 3,772申請数

令和4年平成25年 令和元年 令和2年 令和3年平成26年 平成27年 平成28年 平成30年平成29年
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表２：国籍別難民認定申請者数の推移 

 
 

(注)表の割合（％）は表示桁数未満を四捨五入しているため、その合計は必ずしも総数とは一致しません（本表以降の図

表についても同様）。 

 

 

ウ 申請者の申請時における在留状況は、正規在留者が３，０６９人（申請者総数

の約８１％）、非正規在留者が７０３人（同約１９％）であり、正規在留者が多

くを占めています。 

(ｱ) 正規在留者の在留資格は、観光等を目的として入国した「短期滞在」が 

１，５１６人、「技能実習」が４６６人、難民認定申請を繰り返す「特定活動 

（難民認定申請者用）」が２９６人、自ら出国する意思を表明し、その準備の

ための期間として在留の許可を受けた後に難民認定申請を行った「特定活動

（出国準備期間）」が１０５人、「留学」が４７人などとなっています。特

に、「短期滞在」からの申請者は、前年に比べて８倍を超える人数となってい

ます。 

(ｲ) 非正規在留者からの申請者は、前年に比べて約２９％増加しており、主な  

国籍は、トルコが１８０人で非正規在留者の約２６％を占め、次いでスリラン

カ１２６人（約１８％）、イラン５８人（約８％）、パキスタン３７人（約

５％）、ナイジェリア３５人（約５％）の順となっています。 

 
 

 

 

 

（人）

前年比

増減率

申請数全体に

占め る 割合

① トルコ 836 ① ミャンマー 612 ① カンボジア 578 32.0% 15.3%

② ミャンマー 602 ② トルコ 510 ② スリランカ 502 221.8% 13.3%

③ ネパール 466 ③ カンボジア 438 ③ トルコ 445 -12.7% 11.8%

④ カンボジア 414 ④ スリランカ 156 ④ ミャンマー 298 -51.3% 7.9%

⑤ スリランカ 370 ⑤ パキスタン 89 ⑤ パキスタン 238 167.4% 6.3%

⑥ パキスタン 326 ⑥ バングラデシュ 80 ⑥ バングラデシュ 230 187.5% 6.1%

⑦ バングラデシュ 266 ⑦ ネパール 69 ⑦ ウズベキスタン 210 1066.7% 5.6%

⑧ インド 130 ⑧ インド 61 ⑧ アフガニスタン 182 1416.7% 4.8%

⑨ セネガル 53 ⑨ ナイジェリア 57 ⑨ インド 172 182.0% 4.6%

⑩ カメルーン 48 ⑩ カメルーン 31 ⑩ ネパール 130 88.4% 3.4%

⑪ 中国 47 ⑪ イラン 30 ⑪ カメルーン 84 171.0% 2.2%

⑪ チュニジア 47 ⑫ 中国 28 ⑫ イラン 79 163.3% 2.1%

⑬ ナイジェリア 40 ⑫ フィリピン 28 ⑬ セネガル 74 393.3% 2.0%

⑭ ウガンダ 33 ⑭ ガーナ 22 ⑭ ウガンダ 61 258.8% 1.6%

⑮ ガーナ 31 ⑮ コンゴ民主共和国 20 ⑮ ナイジェリア 56 -1.8% 1.5%

⑯ イラン 25 ⑯ ウズベキスタン 18 ⑯ 中国 45 60.7% 1.2%

⑰ インドネシア 24 ⑰ ウガンダ 17 ⑰ ギニア 34 161.5% 0.9%

⑱ フィリピン 21 ⑱ セネガル 15 ⑱ ガーナ 31 40.9% 0.8%

⑲ コンゴ民主共和国 17 ⑲ ギニア 13 ⑱ チュニジア 31 181.8% 0.8%

⑳ シリア 13 ⑳ アフガニスタン 12 ⑳ シリア 30 2900.0% 0.8%

㉑ ギニア 10 ㉑ チュニジア 11 ㉑ フィリピン 29 3.6% 0.8%

㉒ アフガニスタン 9 ㉒ エチオピア 10 ㉒ コンゴ民主共和国 28 40.0% 0.7%

㉒ タンザニア 9 ㉓ ガンビア 9 ㉓ ロシア 21 950.0% 0.6%

㉔ 南アフリカ共和国 8 ㉔ エジプト 8 ㉔ エチオピア 17 70.0% 0.5%

㉕ エジプト 7 ㉔ スーダン 8 ㉕ ブルキナファソ 11 83.3% 0.3%

― その他 84 ― その他 61 ― その他 156 - 4.1%

3 ,936 2 ,4 13 3 ,7 72 56 .3 % 100 .0 %総数 総数 総数

令和2年 令和3年 令和4年
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表３：在留資格別難民認定申請者数の推移 

 
（注）「非正規」は在留許可を有していない外国人を指します。 

 

 

エ 申請者のうち、約３２％に当たる１，２０２人が、過去に難民認定申請を行っ

たことがある申請者（以下「複数回申請者」という。）であり、複数回申請者の

主な国籍は、トルコ２８５人（約２４％）、スリランカ２３７人（約２０％）、カ

ンボジア１２０人（約１０％）、ミャンマー８３人（約７％）、パキスタン６１人

（約５％）などとなっています。 

また、申請回数別では、２回目の申請者が８３２人（約６９％）、３回目の申請

者が２５０人（約２１％）、４回目の申請者が９１人（約８％）、５回目の申請者

が２２人（約２％）、６回目の申請者が５人、７回目の申請者が１人、８回目の申

請者が１人となっています。申請回数が最多の複数回申請者は８回目の申請とな

っています。 

さらに、複数回申請者のうち、申請時に在留許可を有しない非正規在留者であ

った者が約４８％（５７７人）を占めています。 

 
表４：複数回申請者数の推移 

 
 

 

オ 申請者の男女の内訳は、男性２，９５２人（申請者総数の約７８％）、女性   

８２０人（同約２２％）となっており、男性の比率が高くなっています。 

  また、男女別の年齢の構成比は、男性及び女性ともに２０代、３０代が多く、  

２０歳から３９歳までの年齢の申請者が占める割合は、男性で約６５％、女性で

約６１％となっています。他方、０歳から１９歳までの年齢の申請者は、男性で約

９％、女性で約２５％となっています。 

 

（人）

対前年

増減率

申請数全体に

占める割合

10 ,085 10 ,073 3 ,721 1 ,870 3 ,069 64 .1% 81 .4%

6,105 6,919 1,748 181 1,516 737.6% 40.2%

1,339 634 645 623 466 -25.2% 12.4%

297 197 241 582 296 -49.1% 7.8%

1,084 1,097 320 81 105 29.6% 2.8%

851 824 470 65 47 -27.7% 1.2%

409 402 297 338 639 89.1% 16.9%

408 302 215 543 703 29 .5% 18 .6%

10 ,493 10 ,375 3 ,936 2 ,413 3 ,772 56 .3% 100 .0%

留学

令和4年令和3年平成30年 令和元年 令和2年

       非正規 （注）

総  数

正  規

在
留

資
格

短期滞在

技能実習

その他

特定活動

（難民認定申請者用）

特定活動

（出国準備期間）

（人）

2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
令和3年 令和4年平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

申請数 1,563 749 461 415 22 11,248 1,202 832 250 91 5 1



4 
 

図２：男女別・年齢別の難民認定申請者数の内訳 

 

 
 

 

カ 難民認定申請を受け付けたときは、申請書の記載内容等により申請案件の振分

けを行い、振分け結果に応じて迅速処理の対象とするとともに、在留を認めない措

置や就労を認めない措置を執っています。 

難民認定申請案件の振分け状況は、Ａ案件（難民である可能性が高いと思われる

案件又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件）が

２８１人、Ｂ案件（難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張してい

る案件）が３８人、Ｃ案件（再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主

張を繰り返している案件）が１，１３１人、Ｄ案件（上記以外の案件）が２，３２２

人となっています。 
（注）申請書の記載内容等によって、申請案件の振分けを行っているため、インタビュー等の

調査の結果、当初振り分けられた分類と別の分類に振り分けられる場合があります。 

 

 

表５：地方出入国在留管理官署における申請時の振分け状況の推移 

 

   
   

 

 

 

 

 

振分け区分 振分け数（人） 総数に占める割合 振分け数（人） 総数に占める割合 振分け数（人） 総数に占める割合

Ａ案件 45 1.1% 39 1.6% 281 7.4%

Ｂ案件 73 1.9% 33 1.4% 38 1.0%

Ｃ案件 382 9.7% 1,196 49.6% 1,131 30.0%

Ｄ案件 3,436 87.3% 1,145 47.5% 2,322 61.6%

総　数 3,936 100.0% 2,413 100.0% 3,772 100.0%

令和３年 令和４年令和２年
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（２）審査請求数 

ア 令和４年の審査請求数は４，４６１人で、前年に比べて４１５人（約１０％）増

加しました。 
（注）難民の認定をしない処分に対する不服申立ては、平成２８年４月１日に施行された改正

入管法により、従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められました。 

 

  表６及び図３：審査請求数の推移  

 

  
イ 審査請求人の国籍は４３か国にわたり、主な国籍は、カンボジア、スリランカ、

ミャンマー、トルコ、バングラデシュとなっています。これら上位５か国だけで

審査請求人全体の約７９％、上位１０か国で約９６％を占めており、審査請求人

の大半が特定の国籍に集中しています。 

  
表７：国籍別審査請求数の推移 

 

（人）
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

2,408 2,533 3,120 5,197 8,530 9,021 5,130 2,573 4,046 4,461不服申立数

（人）

前年比

増減率

審査請求数全体

に 占める 割合

① スリランカ 503 ① スリランカ 1,589 ① カンボジア 1,470 36.1% 33.0%

② トルコ 444 ② カンボジア 1,080 ② スリランカ 676 -57.5% 15.2%

③ ネパール 386 ③ ネパール 473 ③ ミャンマー 620 785.7% 13.9%

④ カンボジア 232 ④ パキスタン 166 ④ トルコ 413 348.9% 9.3%

⑤ パキスタン 174 ⑤ バングラデシュ 153 ⑤ バングラデシュ 350 128.8% 7.8%

⑤ ミャンマー 174 ⑥ トルコ 92 ⑥ インド 280 283.6% 6.3%

⑦ インド 161 ⑦ セネガル 88 ⑦ パキスタン 234 41.0% 5.2%

⑧ バングラデシュ 63 ⑧ インド 73 ⑧ ネパール 153 -67.7% 3.4%

⑨ フィリピン 58 ⑨ ミャンマー 70 ⑨ ナイジェリア 50 92.3% 1.1%

⑩ ウガンダ 57 ⑩ ウガンダ 66 ⑩ セネガル 25 -71.6% 0.6%

⑪ 中国 51 ⑪ 中国 31 ⑪ カメルーン 22 37.5% 0.5%

⑫ カメルーン 37 ⑫ ナイジェリア 26 ⑫ ガーナ 21 0.0% 0.5%

⑬ ナイジェリア 29 ⑬ ガーナ 21 ⑬ イラン 19 72.7% 0.4%

⑭ ガーナ 22 ⑭ カメルーン 16 ⑬ ウガンダ 19 -71.2% 0.4%

⑭ セネガル 22 ⑮ チュニジア 14 ⑮ チュニジア 17 21.4% 0.4%

― その他 160 ― その他 88 ― その他 92 - 2.1%

2 ,57 3 4 ,046 4 ,4 61 10 .3 % 100 .0%総数 総数 総数

令和2年 令和3年 令和4年
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２ 処理の状況 

（１）難民認定申請（一次審査） 

ア 難民認定申請の処理数は７，２３７人であり、前年に比べて１，０８７人（約 

１８％）増加しました。 

その内訳は、難民と認定した者（以下「認定者」という。）１８７人、難民と認

定しなかった者（以下「不認定者」という。）５，４１８人、申請を取り下げた者

等１，６３２人となっています。 

イ 不認定者の国籍は４８か国にわたり、主な国籍は、①ミャンマー１，４５５人、  

②カンボジア１，２９７人、③スリランカ６１２人、④トルコ５８０人、⑤バング

ラデシュ４３５人、⑥インド３３１人、⑦パキスタン３１５人、⑧ネパール１０４

人、⑨ナイジェリア５３人、⑩イラン・カメルーン・セネガルが各２４人となって

います。 

ウ 申請を取り下げた者等の数は、前年に比べて２５７人（約１４％）減少しました。

主な国籍は、①パキスタン２６３人、②バングラデシュ２３３人、③カンボジア 

２２７人、④インド２０６人、⑤スリランカ１８２人、⑥トルコ１６３人、⑦ミャ

ンマー６８人、⑧カメルーン５９人、⑨ネパール４３人、⑩セネガル２２人となっ

ています。なお、申請を取り下げた者の約４８％が本邦を出国し、約１２％が本邦

に不法に残留し続けています（令和５年２月１日時点）。 

 

（２） 不服申立て 

ア 不服申立ての処理数は５，２３２人であり、前年に比べて２，１７９人（約 

２９％）減少しました。その内訳は、不服申立てに「理由あり」とされた者（認定

者）１５人、「理由なし」とされた者（不認定者）４，７２５人、不服申立てを取

り下げた者等４９２人となっています。このうち、不服申立てを取り下げた者等の

数は、処理数の約９％を占めています。 

イ 「理由なし」とされた者（不認定者）の国籍は４８か国にわたり、主な国籍は、

①カンボジア１，５５８人、②スリランカ８３８人、③ミャンマー４８６人、④ト

ルコ４７５人、⑤ネパール２９０人、⑥パキスタン２２７人、⑦バングラデシュ 

１９６人、⑧インド１３５人、⑨ウガンダ９２人、⑩セネガル７４人となっていま

す。 

ウ 不服申立てに「理由あり」とされた者（認定者）及び「理由なし」とされた者（不

認定者）のうち、口頭意見陳述等期日を実施したのは６７６人、実施しなかったの

は４，０６４人となっています。 

  口頭意見陳述等期日を実施しなかった４，０６４人のうち、口頭意見陳述の申立

てを放棄した者は２，７６６人となっています。 

  これら不服申立てに対する「理由あり」又は「理由なし」の裁決・決定に当たっ

て、法務大臣が難民審査参与員の多数意見と異なる判断をした事案はありません。 

 

（３）平均処理期間 

 一次審査の平均処理期間は約３３．３月、不服申立ての平均処理期間は約１３．３

月となっています。 
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３ 難民認定者数及び人道配慮による在留許可者数 

難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた者は１，９６２人となっています。そ

の内訳は、次のとおりです。 

（１）認定者数は、一次審査での認定者１８７人及び不服申立てで「理由あり」とされ

た者（認定者）１５人を合わせた２０２人であり、前年に比べて１２８人増加しまし

た。 

認定者の国籍の内訳は、アフガニスタン１４７人、ミャンマー２６人、中国９人、

エリトリア５人、カメルーン４人、イエメン３人、ウガンダ・エチオピアが各２人、

カンボジア・コンゴ民主共和国・トルコ・リビアが各１人となっています。 

なお、認定者の認定事由は、「政治的意見」が１９０人、「人種」が１４人、「宗教」

が１２人、「特定の社会的集団の構成員であること」が１２人となっています。 
（注）１人の認定者について認定事由が複数ある場合は、その全てを計上しています。 

（２）難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は、一次審査

で在留を認めた者１，４８１人及び不服申立てで在留を認めた者２７９人を合わせた

１，７６０人であり、前年に比べて１，１８０人増加しました。 

そのうち、本国の情勢や事情等を踏まえて在留を認めた者は１，７１２人であり、

その国籍の内訳は、ミャンマー１，６８２人、アフガニスタン１０人、パキスタン４

人、カメルーン・ナイジェリアが各３人、ウクライナ・エチオピアが各２人、イエメ

ン・イラン・ギニア・コンゴ民主共和国・トンガ・ベネズエラが各１人となっていま

す。 

また、日本人と婚姻し、日本人の実子を監護・養育するなど、本邦での特別な事情  

等を考慮して在留を認めた者は４８人であり、その主な国籍の内訳は、トルコ１５

人、パキスタン７人、スリランカ・ナイジェリアが各５人、コンゴ民主共和国４人、

イラン・カメルーン・フィリピンが各２人、インドネシア・ウガンダ・ガーナ・チュ

ニジア・バングラデシュ・レソトが各１人となっています。 
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表８：国籍別難民認定者数の推移 

 
 

表９：人道配慮数の推移 

    
 

表１０：人道配慮者数のうち本国情勢等を踏まえて在留を認めた者の数 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）

コンゴ民主共和国 13 アフガニスタン 16 イエメン 11 ミャンマー 32 アフガニスタン 147

イエメン 5 リビア 4 中国 11 中国 18 ミャンマー 26

エチオピア 5 イエメン 3 アフガニスタン 5 アフガニスタン 9 中国 9

アフガニスタン 4 コンゴ民主共和国 3 シリア 4 イラン 4 エリトリア 5

中国 4 シリア 3 ギニア 3 イエメン 3 カメルーン 4

イラン 3 ベネズエラ 3 コンゴ民主共和国 3 ウガンダ 2 イエメン 3

シリア 3 ウガンダ 2 ルワンダ 3 カメルーン 2 ウガンダ 2

ウガンダ 1 エチオピア 2 イラク 2 イラク 1 エチオピア 2

エリトリア 1 無国籍 2 イラン 1 ガーナ 1 カンボジア 1

コロンビア 1 イラク 1 ウガンダ 1 パキスタン 1 コンゴ民主共和国 1

ブルンジ 1 スーダン 1 コートジボワール 1 南スーダン共和国 1 トルコ 1

無国籍 1 スリランカ 1 スーダン 1 リビア 1

ソマリア 1 無国籍 1

パキスタン 1

ブルンジ 1

総数 42 総数 44 総数 47 総数 74 総数 202

令和3年 令和4年平成30年 令和2年令和元年

（人）

平成30年

40

16 1,712

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

人道配慮数 37 44 580 1,760

うち本国情勢等 10 19 525

（人）

パキスタン 4 シリア 7 シリア 10 ミャンマー 498 ミャンマー 1,682

イラク 3 イエメン 1 イエメン 3 シリア 6 アフガニスタン 10

イエメン 2 エチオピア 1 コンゴ民主共和国 3 エチオピア 5 パキスタン 4

シリア 2 ミャンマー 1 トルコ 2 スリランカ 5 カメルーン 3

中国 2 スリランカ 1 中国 4 ナイジェリア 3

エジプト 1 アフガニスタン 2 ウクライナ 2

ソマリア 1 イエメン 1 エチオピア 2

ミャンマー 1 イラク 1 イエメン 1

イラン 1 イラン 1

ウガンダ 1 ギニア 1

ガーナ 1 コンゴ民主共和国 1

トンガ 1

ベネズエラ 1

総数 16 総数 10 総数 19 総数 525 総数 1,712

平成30年 令和2年 令和3年 令和4年令和元年
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４ 本国情勢を踏まえたミャンマー人の庇護状況 

（１）ミャンマーにおいては、２０２１年（令和３年）２月１日に国軍によるクーデタ

ーが発生し、各地で抗議デモが活発化しました。国軍・警察の発砲等による一般市

民の死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告さ

れており、情勢が引き続き不透明な状況にあることを受けて、出入国在留管理庁に

おいては、同年５月２８日、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を

希望するミャンマー人（注）について、緊急避難措置として、当該措置に係る在留資

格「特定活動」での在留を認めることとしました。 
（注）ミャンマーに常居所を有する外国人を含む。 

（２）当該措置に係る在留資格「特定活動」を有して在留している者は、令和４年１２

月末現在で、９，５２７人（下記（３）で在留を認めた者の一部を含む。）となって

います。 

（３）難民認定手続の結果、認定者は令和３年が３２人、令和４年が２６人となってい

ます。また、難民とは認定しなかったものの本国の情勢や事情等を踏まえて在留を

認めた者は令和３年が４９８人、令和４年が１，６８２人となっています。 

 

 

５ 本国情勢を踏まえたアフガニスタン人の庇護状況 

（１）アフガニスタンにおいては、２０２１年（令和３年）８月１５日、タリバンが首都

カブールを制圧し、大統領が国外へ出国するなど、情勢が引き続き不透明な状況に

あることを受けて、出入国在留管理庁においては、アフガニスタンにおける情勢不

安を理由に我が国への在留を希望するアフガニスタン人について、在留資格「特定

活動」での在留を認めることとしています。 

（２）上記（１）の「特定活動」を有して在留している者は、令和４年１２月末現在で、

３２９人（下記（３）で在留を認めた者の一部を含む。）となっています。 

（３）難民認定手続の結果、認定者は令和３年が９人、令和４年が１４７人となってい

ます。また、難民とは認定しなかったものの本国の情勢や事情等を踏まえて在留を

認めた者は令和３年が２人、令和４年が１０人となっています。 
  

 

６ 本国情勢を踏まえたシリア人の庇護状況 

（１）シリアにおいては、２０１１年（平成２３年）３月中旬以降、各地で反政府デモが

発生し、情勢が引き続き不透明な状況にあることを受けて、出入国在留管理庁にお

いては、シリアにおける情勢不安を理由に我が国への在留を希望するシリア人につ

いて、在留資格「特定活動」での在留を認めることとしています。 

（２）上記（１）の「特定活動」を有して在留している者は、令和４年１２月末現在で、

２１６人（下記（３）で在留を認めた者の一部を含む。）となっています。 

（３）難民認定手続の結果、認定者は平成２３年から令和４年までで２２人、難民とは

認定しなかったものの本国の情勢や事情等を踏まえて在留を認めた者は平成２３年

から令和４年までで８１人となっています。 
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７ ウクライナ避難民等の受入れ及び支援 

ウクライナにおいては、２０２２年（令和４年）２月２４日のロシア軍による侵攻

後、ウクライナ各地において多数の市民が犠牲となり、多くの方々が避難するなどし、

その情勢は引き続き不透明なものとなっています。政府では官房長官を議長とする「ウ

クライナ避難民対策連絡調整会議」を司令塔として、政府一体となってウクライナ避

難民の円滑な受入れと生活支援等を行ってきたところです。出入国在留管理庁におい

ても、日本への渡航を切に希望するものの自力で渡航手段を確保することが困難な

方々に対する渡航支援、ウクライナ避難民ヘルプデスクの設置、ウクライナ避難民受

入支援担当の地方出入国在留管理官署への配置、情報提供等のためのウェブサイトの

設置、身元引受先のない避難民の方々に対する一時滞在場所の提供や生活費の支給等

の支援及び在留資格について柔軟な対応を執るなどウクライナ避難民への支援を行っ

ています。 

令和４年３月２日（総理による受入れ表明日）以降、令和４年１２月末現在まででウ

クライナからの避難民の受入れ数は２，２３８人となっています。 

また、本国の情勢等を理由に在留資格「特定活動」で在留している者は、令和４年 

１２月末現在で、２，０１３人となっています。 

 

 

８ 仮滞在許可の運用状況 

  仮滞在を許可した者は５９人であり、前年に比べて３０人増加しました。 

  仮滞在の許否を判断した人数は６００人で、許可されなかった者の主な理由は、次

のとおりとなっています。 
 

表１１：仮滞在が許可されなかった主な理由の内訳 

   
  
（注１）「仮滞在許可」とは、不法滞在中の難民認定申請者の法的地位の安定化を図ることを目的

として、不法滞在者から難民認定申請があった場合に、出入国管理及び難民認定法第６１条

の２の４第１項に定める除外事由に該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在すること

を許可する制度です。仮滞在の許可を受けた者については、難民認定手続中は退去強制手続

が停止され、収容されている場合は、収容を解かれます。 

（注２）１人の申請者について許可しなかった理由（除外事由）が複数ある場合は、その全てを計   

上しています。 

 

（人）

不許可理由 人数

本邦に上陸した日（本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その
事実を知った日）から６か月を経過した後に難民認定申請をしたこと

448

既に退去強制令書の発付を受けていたこと 198

逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があること 78


